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令和７年第４回鹿嶋市議会定例会提出議案説明書 

 

議案第４９号　令和７年度鹿嶋市一般会計補正予算（第５号） 

　　　　　　　【政策企画部　財政課】 

 

１　歳入歳出予算の補正について 

　　既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 7億 8,180 万円を追加し，総額

257 億 751 万 4,000 円となりました。 

　　歳入の主なものとして，地方交付税の増 1億 2,837 万 8,000 円，児童福祉費負担

金，生活保護費負担金などによる国庫支出金の増 3億 1,674 万 5,000 円，前年度繰

越金の増 1億 2,551 万 9,000 円，道路橋りょう債などによる市債の増 6,270 万円な

どを見込みました。 

　　歳出の主なものとして，自立支援給付事業の増 9,285 万 6,000 円，教育・保育施

設入所支援事業の増 2 億 8,296 万 8,000 円，生活保護扶助経費の増 1 億 489 万

9,000 円，道路維持補修費の増 4,000 万円，排水路整備事業の増 5,500 万円などを

計上しました。 

 

２　繰越明許費について 

　　繰越明許費は，大規模都市公園管理費を設定しました。 

 

３　債務負担行為の補正について 

　　債務負担行為は，預金等調査照会システム（pipitLINQ）利用料，コンビニ収納

手数料・システム利用料，老人福祉センター指定管理料，令和 8年度貸付開始分看

護師修学資金貸付金，道路維持補修費，どきどきセンター指定管理料，鹿嶋勤労文

化会館指定管理料について新たに設定しました。 

 

４　地方債の補正について 

　　市債は，自動車運行管理事業などについて限度額及び利率を変更し，卜伝の郷運

動公園多目的球技場整備事業，不燃ごみ処理施設整備事業を追加しました。 

 

 

議案第５０号　令和７年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　【健康福祉部　国保年金課】 

 

　既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 425 万 8,000 円を追加し，総額

64 億 5,504 万 2,000 円となりました。 

　歳入として，繰越金 425 万 8,000 円を見込みました。 
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　歳出として，諸支出金 425 万 8,000 円を計上しました。 

 

 

議案第５１号　令和７年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　【福祉事務所　介護長寿課】 

 

　既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 818 万 7,000 円を追加し，総額

54 億 944 万 4,000 円となりました。 

　歳入として，繰越金 818 万 7,000 円を見込みました。 

　歳出として，総務費 90 万 5,000 円，保険給付費 450 万 4,000 円，地域支援事業費

35 万 8,000 円，諸支出金 242 万円を計上しました。 

 

 

議案第５２号　令和７年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　【水道事業都市整備部　水道課】 

 

１　収益的支出の補正について 

　　収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出

予算総額に，営業費用 196 万 1,000 円を追加し，総額 18 億 565 万 3,000 円となり

ました。 

 

２　企業債の補正について 

　　企業債は，配水施設整備事業及び老朽管更新事業について利率を変更しました。 

 

 

議案第５３号　令和７年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第３号） 

　　　　　　　【都市整備部　下水道課】 

 

１　収益的支出の補正について 

　　収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出

予算総額に，営業費用 439 万 8,000 円を追加し，総額 16 億 3,288 万円となりまし

た。 

 

２　資本的収入及び支出の補正について 

　　資本的収入は，既定の収入予算総額に，企業債 1,000 万円を追加し，総額 5 億

1,271 万 5,000 円となりました。 

　　資本的支出は，既定の支出予算総額に，建設改良費 1,063 万 5,000 円，補助金返
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還金 319 万 6,000 円をそれぞれ追加し，総額 9億 1,485 万 2,000 円となりました。 

 

３　債務負担行為の補正について 

　　債務負担行為は，受益者負担金システムデータ作成業務委託について新たに設定

しました。 

 

４　企業債の補正について 

　　企業債は，公共下水道整備事業について限度額及び利率を変更しました。 

 

 

議案第５４号　令和７年度鹿嶋市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

　　　　　　　【経済振興部　農林水産課】 

 

１　収益的支出の補正について 

　　収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出

予算総額に，営業費用 71 万 1,000 円を追加し，総額 1 億 1,057 万 3,000 円となり

ました。 

 

２　債務負担行為の補正について 

　　債務負担行為は，車両購入費について新たに設定しました。 

 

 

議案第５５号　鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　【政策企画部　財政課】 

 

　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づくシステムの標準化に伴い，

税務に関する証明書の様式が変更となることから，手数料を規定する別表の一部を改

正する必要があるため，条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５６号　鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの

作成の公費負担に関する条例及び鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選

挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条

例 

　　　　　　　【総務部　総務課】 

 

　公職選挙法施行令の改正により，国政選挙における選挙運動用ポスター等の作成に
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要する費用の公費負担の限度額が最近における物価の変動等を踏まえて引き上げられ

たことに準じ，鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における同費用の公費負担につい

ても限度額を引き上げるため，条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５７号　鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　【総務部　人事課】 

 

　民間給与との較差是正のための人事院勧告及び国家公務員に係る一般職の給与に関

する法律改正に準じて給料及び賞与の引上げ等を行うため，関連する条例の一部を改

正するものです。 

 

 

議案第５８号　鹿嶋市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　【総務部　人事課】 

 

　国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い，職員等の旅費の取扱いについ

て，国家公務員に準じて見直しを行うため，関連する条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５９号　鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

　　　　　　　【総務部　人事課】 

 

　一般職の職員に準じて市長等の期末手当の引上げを行うため，また，国の基準に合

わせて選挙に係る非常勤特別職の職員の報酬額の引上げ等を行うため，条例の一部を

改正するものです。 

 

 

議案第６０号　鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

　　　　　　　【総務部　人事課】 

 

　常勤職員の給与改定に準じた会計年度任用職員の給料の引上げ等を行うため，条例

の一部を改正するものです。 
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議案第６１号　鹿嶋市任期付市費負担教職員の採用，給与及び勤務条件等の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　【教育委員会　教育指導課】 

 

　令和７年１０月の茨城県人事委員会勧告に基づき県費負担教職員に適用される職員

の給与に関する条例の一部が改正されることに伴い，これに準じて市費負担教職員の

給料表を改めるため，条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第６２号　新たに生じた土地の確認について 

　　　　　　　【総務部　総務課】 
 

　鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業により，埠頭用地の一部の埋立てが竣
ふ

功したことから，新たに生じた土地の確認について，地方自治法第９条の５第１項の

規定により，議会の議決を求めるものです。 

 

 

議案第６３号　字の区域の変更について 

　　　　　　　【総務部　総務課】 

 

　鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業により新たに生じた土地について，隣

接する大字平井字灘の区域に編入するため，地方自治法第２６０条第１項の規定によ

り，議会の議決を求めるものです。 

 

 

議案第６４号　鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷外１施設の指定管

理者の指定について 

　　　　　　　【福祉事務所　介護長寿課】 

 

　鹿嶋市特別養護老人ホームウェルポート鹿嶋の郷及び鹿嶋市デイサービスセンター

ウェルポート鹿嶋の郷の指定管理者として，社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会を指

定するものです。 
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議案第６５号　鹿嶋市老人福祉センター外１施設の指定管理者の指定について 

　　　　　　　【福祉事務所　介護長寿課】 

 

　鹿嶋市老人福祉センター及び鹿嶋市シルバーワークプラザの指定管理者として，社

会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会を指定するものです。 

 

 

議案第６６号　鹿嶋勤労文化会館外１施設の指定管理者の指定について 

　　　　　　　【教育委員会　社会教育課】 

 

　高正Ｕ＆Ｉセンターホール（鹿嶋勤労文化会館）及び鹿嶋市どきどきセンターの指

定管理者として，公益財団法人鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を指定するものです。 

 

 

報告第４号　専決処分について（令和７年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第２

号）） 

　　　　　　【都市整備部　下水道課】 

 

　受益者負担金システム賃貸借について既定の債務負担行為の期間を変更し，ＷＰＰ

Ｐ導入可能性調査業務について新たに債務負担行為を設定した補正予算について，令

和７年１０月９日に専決処分を行ったので，地方自治法第１７９条第３項の規定によ

り，議会の承認を求めるものです。


